
鹿沼市物価高対応子育て応援手当のご案内

対象児童１人につき２万円（１回限り）を支給します！

■支給対象者

上記（１）の児童手当受給者、または上記（２）の児童手当受給者となる方
のうち、令和７年９月３０日時点の住民票上の住所が鹿沼にある方
※令和7年9月30日時点の住民票上の住所が鹿沼市外の方は鹿沼市には申請できません。

■支給時期

令和８年2月２６日（木）から順次支給を開始します。
※申請受付完了日にともない支給日は変動します。支給決定後、別途通知を送付いたします。

■支給額

対象児童１人につき２万円（１回限り）です。

■対象児童
次に記載する児童が対象です。（対象児童年齢：0歳～18歳到達後最初の年度末まで）

（１）令和７年９月分の児童手当支給対象の児童
（令和７年9月に出生した児童については10月分をもらっていると対象）

（２）令和７年10月１日から令和８年３月31日までに出生した児童

公務員支給対象者向け

■支給方法
原則、口座振込です。

■問い合わせ先

鹿沼市 こども未来部 子育て支援課 こども給付係（電話：0289-63-2172）

鹿沼市
子育て支援課
こども給付係

②申請時に指定した口座等へ振り込みます。

申請者

①鹿沼市へ申請をしてください。
※申請書には、所属庁からの証明が必要となります。
所属庁により証明・申請方法等が異なりますのでご確
認の上申請をしてください。

申請方法：専用フォームからのオンライン申請・郵送・窓口への提出
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